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■本テキストの内容及び関係法令書類につきましては，平成29年４月１日現在確定 

している法令等に基づき作成しております。 
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連結納税制度の概要 
連結納税制度の概要を把握する 

   

■１ 連結納税制度とは 

法人税法では、一の法人ごとに所得金額・法人税額を算定・納付する単体課税を原則としてい

ますが、一定の資本関係を有する企業グループについては、グループ単位で法人税を負担すると

いう考え方も実態に則していることから、選択により連結納税制度の適用を認めています。 

■２ 連結納税制度の効果 

親会社では毎期所得が発生し、子会社では毎期欠損が発生している場合、連結納税制度の適用を

受けることによって、グループ全体として納付する税金を抑えることができます。 

 これを利用して、例えば、組織再編成の過程で単一の法人が複数の法人となった場合でも、グ

ループ全体の税負担が増加することを防止することができます。また、株式交換等で完全子会社

化することにより、グループ全体の税負担を軽減することも可能です。 

このように、連結納税には組織再編編成を促進する効果もあるといえます。 
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① 単体納税   甲社の所得と乙社の欠損は相殺できない。 

② 連結納税   甲社の所得と乙社の欠損を相殺することができる。 

甲社所得 

乙社欠損 

各事業年度の所得に対する法人税 

各事業年度の所得に対する法人税 

各連結事業年度の連結所得に対する法人税 

 

甲社所得 

乙社欠損 



■３ 対象法人 

連結納税制度は、連結親法人となる法人と連結子法人となる法人との間に完全支配関係がある場合

に適用することができます。 

（注）完全支配関係 

内国法人が他の内国法人の発行済株式等の全部を保有する場合における当該内国法人と当該

他の内国法人との関係をいいます。  

① 連結親法人となる法人 

連結納税の承認を受けて連結親法人となる法人は、内国法人である普通法人又は

協同組合等に限られます。また、清算中のもの等は除かれます。 

なお、他の内国法人による完全支配関係がある内国法人等は、連結親法人となる

ことはできません。 

② 連結子法人となる法人 

連結納税の承認を受けて連結子法人となる法人は、連結除外法人以外の内国法人

です。連結除外法人とは、普通法人以外の法人、破産手続き開始の決定を受けた法

人等をいいます。 

つまり、連結子法人になる法人は、内国法人である普通法人に限られます。 

なお、清算中であっても連結納税は可能です。 

    連結納税は強制適用されるものではなく、任意に適用を選択することができます。 

ただし、連結納税を選択する場合には、完全支配関係のある子法人のすべてをその 

対象としなければならず、任意に対象法人を選択することはできません。 

【具体例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国内        国外 

90％          100％ 

法 人 Ｄ     外国法人Ｆ 

法人Ｅ 

連結納税対象法人 

連結親法人 

法人Ｂ           法人Ｃ 

法人Ａ 

100％ 
60％ 

40％ 

100％ 

連結子法人 

100％ 


